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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶

技術研究協会（JSTRA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS F 8075:1986 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

この規格には，次に示す規格群がある。 

JIS F 8061:2005 船用電気設備－第 101 部：定義及び一般要求事項 

JIS F 8062:1996 船用電気設備 第 201 部 システム設計－一般 

JIS F 8063:2006 船用電気設備－第 202 部：システム設計－保護 

JIS F 8064:2000 船用電気設備 第 301 部 機器－発電機及び電動機 

JIS F 8065:2003 船用電気設備－第 302 部：低圧配電盤及び制御盤 

JIS F 8066:2005 船用電気設備－第 303 部：機器－動力及び照明用変圧器 

JIS F 8067:2000 船用電気設備 第 304 部 機器－半導体コンバータ 

JIS F 8068:1996 船用電気設備 第 305 部 機器－蓄電池 

JIS F 8069:1986 船用電気設備 第 306 部 機器－照明器具及び配線器具 

JIS F 8070:1986 船用電気設備 第 307 部 機器－電熱器及び調理器具 

JIS F 8071:2008 船用電気設備－第 352 部：電力系統用ケーブルの選択及び敷設 

JIS F 8072:2006 船用電気設備－第 401 部：装備基準及び完成試験 

JIS F 8073:2010 船用電気設備－第 501 部：個別規定－電気推進装置 

JIS F 8074:2003 船用電気設備－第 502 部：タンカー－個別規定 

JIS F 8075:2010 船用電気設備－第 503 部：個別規定－1 kV を超え 15 kV 以下の交流配電系統 

JIS F 8076:2007 船用電気設備－第 504 部：個別規定－制御及び計装 

JIS F 8078:1987 船用電気設備 第 203 部 システム設計－可聴及び可視信号 

JIS F 8079:1989 船用電気設備 第 204 部 システム設計－電動及び電動油圧操だ装置 

JIS F 8080:2005 船用電気設備－第 506 部：個別規定－特定危険物及び MHB 運搬船 

 

 



 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格 JIS 
 F 8075：2010 
 (IEC 60092-503：2007) 

船用電気設備－第 503 部：個別規定－1 kV を超え 
15 kV 以下の交流配電系統 

Electrical installations in ships－Part 503: Special features－AC supply 
systems with voltages in the range of above 1 kV up to and including 15 kV 

 
序文 

この規格は，2007 年に第 2 版として発行された IEC 60092-503 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，電圧が 1 kV を超え，かつ，15 kV 以下の交流配電系統に適用する。IEC 60092 シリーズ（こ

の規格の規格群）の他の部に規定する要求事項は，この規格に規定のある事項を除いて，該当するものは

そのまま適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60092-503:2007，Electrical installations in ships－Part 503: Special features－AC supply systems 

with voltages in the range of above 1 kV up to and including 15 kV（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 3411-350 船用電気設備－第 350 部：船用電力ケーブル一般構造及び試験要求事項 

注記 対応国際規格：IEC 60092-350:1988，Electrical installations in ships－Part 350: Low-voltage 

shipboard power cables－General construction and test requirements（IDT） 

JIS F 8062 船用電気設備 第 201 部 システム設計－一般 

注記 対応国際規格：IEC 60092-201:1994，Electrical installations in ships－Part 201: System design－

General（IDT） 

JIS F 8063 船用電気設備－第 202 部：システム設計－保護 

注記 対応国際規格：IEC 60092-202:1994，Electrical installations in ships－Part 202: System design－

Protection（IDT） 

IEC 60034 (all parts)，Rotating electrical machines 


